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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.84２ 令和３年（２０２１年）1月１０日

①教育文化・コミュニティ
～学びとつながりを� �
� 大切にするまち～

▼９月１２日、八條公民館で、や
しお市民大学および大学院の入
学式を開催
▼９月１２日、八條北小学校で、
小規模特認校制度説明会を開催
▼９月２４日から３０日までの間、
市役所１階ロビーで、平和パネ
ル展を開催
▼９月２４日、１０月２９日および１１
月２６日に、潮止中学校の生徒数
増加に伴う通学区域の見直しの
ため、八潮市立小中学校通学区
域審議会を開催
▼１０月２４日から、市内全中学校
で、学習塾との連携事業「８ゼ
ミｆｏｒ中学生」を開始
▼１１月３日、八條八幡神社など
で、第８７回歴史講座「絵図でた
どる八條の社寺～八條の史跡め
ぐり～」を開催
▼１１月１４日、八潮メセナで、「令
和２年度青少年の主張大会」を
開催

②健康福祉・子育て
～誰もがいきいきと� �
� 暮らせるまち～

▼長寿のお祝いとして、１，１８２
人の対象者に長寿祝金給付通知
書を送付
▼９月１日、４日および１１日に、
八潮メセナ・アネックスで、県
内初の「フレイルサポーター養
成講座」を開催し、１２人を養成

フレイルサポーター養成講座

▼９月２３日、エイトアリーナで、
「ウォーキング講座～からだ作
りが健康の秘訣～」を開催
▼９月２６日、保健センターで、「生
活習慣病予防講座」を開催
▼９月２９日、保健センターで、「ゲ
ートキーパー養成講座」を開催

▼１１月２８日、八潮メセナで、「い
きいき子育て講座」を開催

③防災・防犯・消防・救急
～誰もが安全で安心して� �
� 暮らせるまち～

▼１０月１９日から３カ月間、「八潮
市交通事故防止特別対策推進計
画」に基づき、交通安全に関す
る対策を集中的に実施
▼１１月１８日、埼玉県知事および
埼玉県警察本部長に対し、警察
署の設置などに関する要望活動
を実施
▼１１月２７日、八潮メセナで、「地
区防災計画作成研修会」を開催

④産業経済・観光
～地域の特性を活かした� �
にぎわいと活力のあるまち～

▼８月２１日から１０月３１日までの
間、八潮市テナント家賃減免支
援助成金制度の申請を受け付け、
オーナー２２件に対し、計６８２万�
６千円を助成
▼１０月２４日、市内農地で、「さ
つまいも親子農業体験」を開催

さつまいも親子農業体験

⑤都市基盤・環境
～快適でやすらぎと� �
� 潤いのあるまち～

▼１１月１２日、国土交通省関東地
方整備局長に対し、（仮称）外
環八潮スマートインターチェン
ジの整備促進に関する要望活動
を実施

⑥新公共経営
～協働で経営する� �
� 自主・自律のまち～

▼１０月に「八潮市新庁舎建設基
本設計」を策定
▼１１月２日から、仮設駐車場等
整備工事および別館庁舎解体工
事に着手

　市では、空き家への対策として「予防対策」「活
用・流通対策」「管理不全対策」の方針に基づき、
各種対策に取り組んでいます。

物都市計画課☎奮３４６

空き家を放置していませんか？
　空き家になると建築物の傷みが早くなり、
そのまま放置すると、右図のようにさまざ
まな問題が発生する可能性があります。

八潮市空家バンクに登録する空き
家を募集中
　空家バンクとは、空き家をお持ちの方と
空き家を買いたい、借りたいという方をイ
ンターネットを通じて結びつけ、空き家の
有効的な活用を進めていく制度です。
　市では、空家バンクに登録するための空
き家を募集しています。市内に空き家を所
有する方は、都市計画課へご相談ください。

登録の主な流れ
①登録申請

　申請用紙に必要事項を記入し、都市計画
課へ提出してください。

②現地調査
　空き家の所有者と物件を担当する不動産
業者および市職員で現地を調査します。

③物件登録
　調査の終わった空き家を空家バンクに登

市政の執行状況 　令和２年第４回市議会定例会が１１月３０日から１２月１７日まで
開催され、市長が開会初日に前定例会以降の市政の執行状
況の概要について報告しました（一部抜粋。全文について
は、市ホームページに記載）。 物企画経営課☎奮８８５

外壁などが傷んで汚れたり、
ガラスが割れたまま放置される
と景観の悪化につながります。

建物が傷み、屋根瓦が落下したり、雨どいが外れ
たりして通行人がけがをするおそれがあります。

樹木が繁茂して害虫が発生したり、勝手に
ゴミを捨てられてしまうことがあります。

施錠されていない、容易に侵入可能な
状態は、不審者の侵入や放火の危険が
あります。

【景観上の問題】

【防災上の問題】 【衛生上の問題】

【防犯上の問題】

空き家を放置すると…

空き家を適切に管理しましょう空き家を適切に管理しましょう
～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～

録します。インターネットを通じて閲覧で
きます。

④交渉・契約
　物件登録後、利用希望者が現れた場合に
は、担当する不動産業者を通じて交渉や契
約を行います。
　なお、登録できない空き家もありますの
で、詳しくは市ホームページをご覧になる
か、都市計画課へご連絡ください。

相続おしかけ講座
　空き家に関連した相続や認知症への備え
といった将来の悩みについて、司法書士や
行政書士が講師となり、わかりやすく説明
する講座です。
覆おおむね１０人以上のグループ
※�自治会や高齢者向けサロンでも利用でき
ます。


